
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 平成２９年９月１０日 １３時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市西平安名
い り へ ん な

岬南西方沖  

 池間港第２防波堤灯台から真方位１９１°１.３海里付近 

 （概位 北緯２４°５４.０′ 東経１２５°１４.７′） 

インシデントの概要  プレジャーボート海
かい

幸
こう

丸は、錨泊中、主機を始動することができな

くなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２９年９月１１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 海幸丸、１.３トン 

 ＯＮ３－６１３９７（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９６－１２００６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

インシデントの経過等  本船は、船長が１人で乗り組み、友人４人を乗せ、西平安名岬南西

方沖で錨泊して釣りを終えた後、船長が帰港する目的で主機を始動し

ようとしたところ、セルモータを作動することができなかったので知

人を介して海上保安庁に救助を要請し、巡視船の搭載艇によりえい
．．

航

されて宮古島市狩俣
かりまた

漁港に帰港した。 

船長は、本インシデント後、バッテリを交換したところ、主機を始

動することができた。 

 

本船は、月に１０～２０回ほど使用され、１日の主機の運転時間が

約３０分であった。 

船長は、本インシデントの約３か月前にバッテリを交換した後、バ

ッテリを点検していなかった。 

船長は、本船の電源を切り忘れて下船し、警報装置の電源が入った

状態で放置していたことがあった。 

バッテリは、主機の運転中に主機のクランクシャフトからＶベルト

で駆動する発電機で充電されるようになっており、主機の始動に使用

されていた。 

分析  本船は、西平安名岬南西方沖で錨泊中、船長が主機を始動しようと

した際、バッテリが過放電していたことから、主機を始動することが



 

できなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

本船は、船長が本船の電源を切り忘れてバッテリの容量が低下して

いる状況下、主機の運転時間が短かった上、バッテリの使用頻度が多

かったことから、バッテリが過放電していた可能性があると考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、主機を始動しようとした際、バッテリ

が過放電していたため、主機を始動することができなくなったことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・下船する際には、船内電源を確実に切ること。 

 ・発航前には、バッテリの電圧、液量、液比重等を点検し、適切に

充電がされているか確認すること。  

 


